
42012　1/13 号　

◎
事
業
所
得
（
商
業
、
工
業
、
農
業
、
漁
業
な

ど
か
ら
の
所
得
）
や
不
動
産
所
得
（
地
代
、

家
賃
）
な
ど
の
あ
る
人
で
、
一
年
間
の
所
得

金
額
の
合
計
額
が
、
所
得
控
除
合
計
額
を
超

え
る
人

◎
土
地
、
建
物
な
ど
を
譲
渡
し
た
人

◎
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
で
年
収
が
２
千
万
円
を
超
え

る
人
、
給
与
以
外
の
所
得
が
20
万
円
を
超
え

る
人
、
２
カ
所
以
上
か
ら
給
与
を
受
け
る
人

な
ど

　申告は期限間近になると大変込み合います。
　資料をそろえ早めに申告をしましょう。

　

所
得
税
や
贈
与
税
な
ど
は
銀
行
や
郵

便
局
な
ど
の
預
金
口
座
か
ら
振
替
に

よ
っ
て
納
税
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

詳
し
く
は
税
務
署
か
金
融
機
関
に
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

●
申
告
を
す
れ
ば
税
金
が
戻
る
人

　

確
定
申
告
を
す
る
義
務
の
な
い
人
で
も
次
の

場
合
、
確
定
申
告
を
す
る
と
源
泉
徴
収
さ
れ
た

所
得
税
が
還
付
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

○
マ
イ
ホ
ー
ム
を
ロ
ー
ン
な
ど
で
取
得
し
た
と
き

○
多
額
の
医
療
費
を
支
払
っ
た
と
き

○
災
害
や
盗
難
に
あ
っ
た
と
き

○
特
定
の
寄
付
を
し
た
と
き

○
年
の
途
中
で
退
職
し
、
再
就
職
し
な
か
っ
た

人
で
、
年
末
調
整
を
受
け
な
か
っ
た
と
き
な
ど

所得税の確定申告は

　　自分で書いてお早めに ―

▼
確
定
申
告
が
必
要
な
人

   

口
座
振
替
で
納
税
税

今
年
の

確
定
申
告
は

ｅ
‐
Ｔ
ａ
ｘ
で！

○
最
高
４
０
０
０
円
の

税
額
控
除
が
受
け
ら
れ
ま
す

　

平
成
23
年
分
の
確
定
申
告
を
本
人
の

電
子
署
名
お
よ
び
電
子
証
明
書
を
付
し

て
、
申
告
期
限
内
に
ｅ
‐
Ｔ
ａ
ｘ
で
行

う
と
、
所
得
税
額
か
ら
最
高
４
０
０
０

円
の
控
除
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す

（
平
成
19
年
分
か
ら
平
成
22
年
分
の
確

定
申
告
で
こ
の
控
除
を
受
け
た
人
は
、

受
け
ら
れ
ま
せ
ん
）。

ｅ
‐
Ｔ
ａ
ｘ
な
ら

※
還
付
を
受
け
る
た
め
の
申
告
は
、
１
月
か

ら
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

　

確
定
申
告
書
や
青
色
決
算
書
（
収
支

内
訳
書
）
を
希
望
す
る
人
は
、
次
の
方

法
で
取
得
し
て
く
だ
さ
い
。

・
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド
す
る
。

http://w
w

w
.nta.go.jp/

tetsuzuki/shinsei/
annai/shinkoku/m

okuji.htm
 

・
最
寄
り
の
税
務
署
に
、
電
話
（
音
声

ガ
イ
ダ
ン
ス
に
従
っ
て
「
０
」
ま
た

は
「
１
」
を
選
択
し
て
く
だ
さ
い
）

等
に
よ
り
、
送
付
を
依
頼
す
る
。

■
確
定
申
告
書
等
の
取
得
方
法
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□
申
告
書
が
届
い
た
人
は
、必
ず
そ
の「
申
告
書
」

□
印
鑑
（
認
印
可
）
お
よ
び
金
融
機
関
の
口
座

番
号
の
わ
か
る
も
の

□
電
卓
・
ボ
ー
ル
ペ
ン

□
給
与
、年
金
な
ど
の
あ
る
人
は「
源
泉
徴
収
票
」

□
営
業
や
不
動
産
な
ど
の
事
業
を
し
て
い
る
人

は
「
平
成
23
年
中
の
収
入
・
支
払
い
の
わ
か

る
収
支
計
算
書
や
領
収
書
な
ど
」

□
医
療
費
控
除
は「
支
払
っ
た
医
療
費
の
領
収
書
・

保
険
な
ど
で
補
填
さ
れ
る
金
額
の
明
細
書
」

□
生
命
保
険
料
控
除
は
「
生
命
保
険
料
や
個
人

年
金
保
険
料
の
支
払
証
明
書
」

□
地
震
保
険
料
控
除
は「
支
払
保
険
料
の
証
明
書
」

□
住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
は「
登
記
簿
謄
本
、

住
民
票
の
写
し
、
売
買
契
約
書
、
住
宅
取
得

資
金
の
借
入
金
の
年
末
残
高
証
明
書
」

□
国
民
健
康
保
険
税
、
後
期
高
齢
者
医
療
保
険

料
、
介
護
保
険
料
を
支
払
っ
て
い
る
人
は
、

町
役
場
健
康
保
険
課
か
ら
郵
送
さ
れ
る
「
納

付
証
明
書
」

□
国
民
年
金
を
支
払
っ
て
い
る
人
は
「
支
払
証

明
書
ま
た
は
領
収
書
」

□
障
害
の
あ
る
人
や
勤
労
学
生
に
該
当
す
る
人

は
「
証
明
す
る
書
類
」

□
65
歳
以
上
の
人
で
障
害
の
程
度
が
障
害
者
に

準
ず
る
も
の
と
し
て
市
町
村
長
の
認
定
を
受

け
て
い
る
人
は
、
健
康
保
険
課
が
発
行
す
る

「
障
害
者
控
除
対
象
者
認
定
書
」

▼
申
告
に
必
要
な
も
の

光税務署による確定申告期間前の

年金受給者・

還付申告者

相談会

　収入が「公的年金のみ」の人、または還付申告のある
人の相談会を田布施町中央公民館で行います。
　時間帯によっては込み合う場合がありますので、ご了
承ください。

詳しい情報は

e - T a x

ホームページへ

 イータックス で

開催日 時　間 対象地区

２月 10 日（金）
 ９：30 ～ 12：00 城南、東田布施

13：00 ～ 16：00 西田布施、麻郷、
麻里府

※
昨
年
確
定
申
告
会
場
で
ｅ
‐
Ｔ
ａ
ｘ
を

利
用
し
た
人
は
、
本
年
以
降
は
確
定
申

告
書
や
青
色
決
算
書
（
収
支
内
訳
書
）

が
送
付
さ
れ
ま
せ
ん
。
確
定
申
告
に
必

要
な
情
報
を
記
載
し
た
「
お
知
ら
せ
」

は
が
き
を
送
付
し
ま
す
。

※
光
税
務
署
で
は
閉
庁
日
（
土
・
日
、

祝
日
等
）
は
、
相
談
お
よ
び
申
告
書

の
受
付
は
行
っ
て
い
ま
せ
ん
が
、
申

告
書
を
郵
送
ま
た
は
税
務
署
の
時
間

外
収
受
箱
へ
の
投
函
に
よ
り
、
提
出

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

○
添
付
書
類
の
提
出
等
が

省
略
で
き
ま
す

　

医
療
費
の
領
収
書
や
源
泉
徴
収
票
等

は
、
そ
の
記
載
内
容
を
入
力
し
て
送
信

す
る
こ
と
に
よ
り
、
提
出
ま
た
は
提
示

を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
（
確
定

申
告
期
限
か
ら
３
年
間
、
書
類
の
提
出

ま
た
は
提
示
を
求
め
ら
れ
る
こ
と
が
あ

り
ま
す
）。

○　

時
間
利
用
可
能

　

１
月
16
日
（
月
）
か
ら
所
得
税
の
確

定
申
告
期
限
の
３
月
15
日（
木
）ま
で
は
、

メ
ン
テ
ナ
ン
ス
時
間
を
除
き
、
24
時
間

ｅ
‐
Ｔ
ａ
ｘ
の
利
用
が
可
能
で
す
。

　

▽
申
告
・
相
談

●
期
間

　

２
月
16
日
（
木
）
～

３
月
15
日
（
木
）

　
　

午
前
９
時
～
午
後
５
時

　
（
受
付
は
午
前
８
時
30
分
～

午
後
４
時
）

●
場
所　

光
税
務
署

　
☎
０
８
３
３
‐
71
‐
０
１
６
６

所
得
税

３
月
15
日
（
木
）

贈
与
税

３
月
15
日
（
木
）

消
費
税
・
地
方
消
費
税

（
個
人
事
業
者
）

４
月
２
日
（
月
）

▽
申
告
・
納
付
期
限

24

検 索


